
○
商
工
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

8

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

衆

六
二
、
七
、
三
一

六
二
、
八
、
二
八

六
二
、
九
、
三

可
　
　
決

六
二
、
九
、
四

可
　
　
決

六
二
、
八
、
二
〇

　
六
二
、
八
、
二
六

可
　
　
決

六
二
、
八
、
二
七

可
　
　
決

　
　
　
　
　
六
二
、
八
、
二
〇

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
八
、
二
八

参
本
会
議
趣
旨
説
明

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1

電
気
工
事
士
法
及
び
電
気
工
事
業
の
業

務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

商
工
委
員
長

　
（
六
二
、
七
、
二
九
）

六
二
、
七
、
二
九

六
二
、
七
、
三
〇

六
二
、
七
、
二
九

　
　
（
予
）

　
六
二
、
八
、
二
〇

可
　
　
決

六
二
、
八
、
二
一

可
　
　
決

　
六
二
、
七
、
三
〇

可
　
　
決

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
八
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
産
業
及
び
技
術
の
発
展
並
び
に
国
際
社

会
に
お
い
て
我
が
国
が
担
う
べ
き
責
任
の
増
大
等
の
状
況
の
下
で
、

国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
妨
げ
る
と
認
め
ら
れ
る
貨
物
の

輸
出
及
び
海
外
へ
の
技
術
提
供
が
我
が
国
の
対
外
取
引
の
正
常
な
発

展
及
び
我
が
国
経
済
の
健
全
な
発
展
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
強
ま
つ

て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
輸
出
及
び
技
術
提
供
に
係
る



罰
則
及
び
制
裁
の
強
化
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
技
術
の
役
務
取
引
の
許
可
及
び
無
許
可
取
引
等
に
対
す
る

　
制
裁

　
　
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
関
連
の
あ
る
、
特
定
技
術

　
術
の
提
供
等
の
役
務
取
引
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
通
商
産
業
大
臣

　
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、

　
こ
れ
を
特
掲
し
、
そ
の
規
制
の
趣
旨
を
さ
ら
に
明
確
化
す
る
と
と

　
も
に
、
許
可
を
受
け
ず
に
特
定
技
術
を
特
定
の
地
域
に
お
い
て
提

　
供
す
る
取
引
を
行
つ
た
者
等
に
対
し
て
、
三
年
以
内
の
期
間
を
限

　
り
、
一
定
の
役
務
取
引
、
貨
物
の
輸
出
等
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
特
定
の
貨
物
の
輸
出
の
許
可
及
び
無
許
可
輸
出
に
対
す
る
制
裁

　
　
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
関
連
の
あ
る
、
特
定
の
貨

　
物
の
輸
出
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
通
商
産
業
大
臣
に
よ
る
承
認
を

　
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
特
掲

　
す
る
と
と
も
に
、
通
商
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
ま
た
、
許
可
を
受
け
ず
に
こ
の
特
定
貨
物
を
特
定
の
地
域
に
向

　
け
て
輸
出
し
た
者
に
対
し
て
、
三
年
以
内
の
期
間
を
限
り
、
貨
物

　
の
輸
出
及
び
特
定
技
術
を
提
供
す
る
取
引
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
工
場
へ
の
立
入
検
査

　
　
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
の
職

　
員
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
、
こ
の
法
律
の
適
用
を
受

　
け
る
取
引
を
行
う
こ
と
を
営
業
と
す
る
者
の
工
場
を
追
加
す
る
。

四
、
外
務
大
臣
か
ら
の
意
見
等

　
　
通
商
産
業
大
臣
は
、
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
関
連

　
の
あ
る
貨
物
の
輸
出
及
び
技
術
の
提
供
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
時
は
、
外
務
大
臣
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

　
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
外
務
大
臣
は
、
国
際
的
な
平
和
及
び

　
安
全
の
維
持
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
通
商

　
産
業
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
、
罰
則
の
強
化

　
　
無
許
可
で
特
定
技
術
を
特
定
の
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
取
引

　
を
行
つ
た
者
及
び
無
許
可
で
特
定
の
貨
物
を
特
定
の
地
域
に
向
け

　
て
輸
出
し
た
者
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
百
万
円
以
下
の
罰

　
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
等
罰
則
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
無
許

　
可
で
特
定
の
貨
物
を
特
定
の
地
域
に
向
け
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る

　
者
に
つ
い
て
未
遂
を
処
罰
す
る
規
定
を
設
け
る
。



委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法

　
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
商
工
委
員
会
に
お
け
る

　
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
国
際
的
な
平
和
と
安
全
を
妨
げ
る
と
認
め
ら
れ
る

　
違
法
な
貨
物
の
輸
出
及
び
海
外
へ
の
技
術
の
提
供
が
、
我
が
国
の
対

　
外
取
引
の
正
常
な
発
展
と
我
が
国
経
済
の
健
全
な
発
展
を
阻
害
す
る

　
お
そ
れ
が
強
ま
つ
て
き
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
違
法
な

　
輸
出
等
に
係
る
罰
則
及
び
制
裁
の
強
化
等
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
ま
す
。

　
　
す
な
わ
ち
、
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
関
連
あ
る
特
定

　
の
貨
物
の
輸
出
と
特
定
の
技
術
の
提
供
に
つ
い
て
こ
れ
を
特
掲
し
、

　
そ
の
規
制
の
趣
旨
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
罰
則
を
最
高
懲
役
三

　
年
か
ら
五
年
に
、
輸
出
禁
止
等
の
行
政
処
分
の
期
間
を
最
高
一
年
か

　
ら
三
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
延
長
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
て
お
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
時
間
に
わ
た
り
慎
重
な
審
査
が
行

　
わ
れ
、
コ
コ
ム
運
営
の
実
態
と
政
府
の
今
後
の
対
応
、
東
芝
機
械
事

　
件
の
経
緯
、
米
国
議
会
に
お
け
る
包
括
貿
易
法
案
審
議
の
今
後
の
見

　
通
し
、
「
国
際
的
な
平
和
と
安
全
の
維
持
」
の
具
体
的
な
内
容
、
罰

　
則
強
化
の
趣
旨
等
の
諸
点
に
つ
い
て
、
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・

護
憲
共
同
福
間
理
事
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
前
田
理
事
よ
り
賛

成
、
公
明
党
・
国
民
会
議
矢
原
委
員
よ
り
反
対
、
民
社
党
・
国
民
連

合
井
上
委
員
よ
り
賛
成
、
日
本
共
産
党
市
川
理
事
よ
り
反
対
、
の
意

見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
多
数
を
も
つ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

電
気
工
事
士
法
及
び
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
近
年
建
物
等
に
お
け
る
電
気
設
備
の
大
型
化
等
に

伴
い
、
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
に
起
因
す
る

停
電
等
の
事
故
の
発
生
が
増
加
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
そ
の

作
業
段
階
で
の
保
安
を
強
化
し
て
事
故
の
未
然
防
止
を
図
る
た
め
、

必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



一
、
電
気
工
事
士
法
の
一
部
改
正

(一)

電
気
工
事
士
を
第
一
種
及
び
第
二
種
電
気
工
事
士
に
類
別
し
、

現
行
電
気
工
事
士
を
第
二
種
電
気
工
事
士
に
格
付
け
す
る
と
と

も
に
、
よ
り
高
度
の
電
気
工
事
を
取
り
扱
う
第
一
種
電
気
工
事

士
の
資
格
を
定
め
る
。

(二)

五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
需
要
設
備

で
あ
る
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
を
第
一

種
電
気
工
事
士
に
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト

未
満
の
需
要
設
備
で
あ
る
一
般
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工

事
の
作
業
を
第
一
種
ま
た
は
第
二
種
電
気
工
事
士
に
義
務
付
け

る
。
ま
た
、
自
家
用
電
気
工
作
物
の
う
ち
特
殊
な
も
の
に
係
る

電
気
工
事
（
特
殊
電
気
工
事
）
の
作
業
を
通
商
産
業
大
臣
が
認

定
す
る
特
種
電
気
工
事
資
格
者
に
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
自

家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
う
ち
簡
易
な
も
の
（
簡

易
電
気
工
事
）
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
認
定
電
気
工
事
従

事
者
を
通
商
産
業
大
臣
が
認
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

(一)

自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
み
に
係
る
電
気
工

事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
対
し
、
通
商
産
業
大
臣
ま
た
は
都

道
府
県
知
事
へ
の
電
気
工
事
業
の
開
始
の
事
前
通
知
を
義
務
付

け
る
。

(二)

電
気
工
事
業
者
に
対
し
、
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工

事
に
つ
き
第
一
種
電
気
工
事
士
の
使
用
を
義
務
付
け
る
と
と
も

に
、
特
殊
電
気
工
事
に
つ
き
特
種
電
気
工
事
資
格
者
の
使
用
を

義
務
付
け
る
。
ま
た
、
電
気
工
事
業
者
は
、
簡
易
電
気
工
事
に

つ
い
て
は
認
定
電
気
工
事
従
事
者
を
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
電
気
工
事
士
法
及
び
電
気
工
事
業

　
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

　
き
ま
し
て
、
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告

　
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
近
年
、
急
速
に
増
加
し
て
い
る
ビ
ル
等
の
大
型
電
気
設
備
で
あ
る

　
自
家
用
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
、
工
事
者
の
電
気
保
安
の
知
識
の
不

　
足
に
よ
る
工
事
不
良
を
原
因
と
す
る
事
故
が
多
発
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
一
般
家
庭
の
電
気
設
備
で
あ
る
一
般
用
電
気
工
作

　
物
と
同
様
に
、
そ
の
工
事
に
つ
い
て
、
電
気
工
事
士
等
に
従
事
さ
せ

　
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
工
事
段
階
で
の
保
安
を

　
強
化
し
て
事
故
を
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



　
な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
商
工
委
員
会
提
出
に
係
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
商
工
委
員
長
及
び
政
府
側
に

対
し
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま

す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




